
協議事項２  

 

学校体育館空調の増強事業について  

学校体育館空調の増強事業について、協議事項として以下のとおり提案する。  

令和８年４月23日提出  

神戸市教育委員会事務局 

事務局長  竹森 永敏 

 

 



令和 8 年 4 ⽉ 23 ⽇ 
学校環境整備課 

学校体育館空調の増強事業について 

 
１．⽬的 

 体育館の空調は、令和元年から令和５年にかけて各⼩中学校に、当時としては先駆けて、部分空
調として４台ずつ空調機の設置を⾏い、⼀定の効果を得ている。 

しかしながら、異常⾼温が常態化する現状における教育環境及び避難所環境の改善を図るため、
体育館全体に効果が及ぶ空調の増強整備を、試⾏的に 3 校実施するとともに、残りの学校について
も現地調査を⾏う。 

 
２．対象施設と整備⽬標 

対象施設：⼩学校、中学校、⾼等学校、義務教育学校の体育館（約 250 校） 
整備⽬標：暑さ指数（WBGT）25 未満 
空調能⼒：0.15~0.2kW/㎡（普通教室と同等となる空調効果の増強） 

  熱  源：電気⼜は都市ガス（中圧ガス、低圧ガス） 
 

《暑さ指数を用いた指針》   

  

○運動に関する指針
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